
 
 

 

 

 

令和４年度 糸魚川市生活交通改善事業計画 

（バリアフリー化設備等整備事業）の策定 

 

糸魚川市地域公共交通網形成計画（事業 30.バス・タクシー車両のバリアフ

リー化）に基づき、別紙計画を策定する。 

 

 

 

 

 

議案 第２号 



 

生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

令和 年 月 日 

（名  称） 糸魚川市地域公共交通協議会  

 （代表者名） 会長 井川 賢一     印 
 

１．生活交通改善事業計画の名称 

 令和４年度 糸魚川市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

急激な高齢化社会の進展や障害者の社会進出への対応は重要な課題である。当市は、糸魚

川ユネスコ世界ジオパークに代表される『起伏に富んだ地形』や 746㎢という『広大な市域

に散在する集落』という特徴を有している。そのような環境下において、ドア・ツー・ドア

を望む方も多く、市民生活を支える重要な交通手段として、タクシー事業はその必要性と存

在意義が年々増している。 

また、平成 28 年度に策定した「糸魚川市地域公共交通網形成計画」においては、将来を

見据え公共交通を支えるバスやタクシー車両のバリアフリー化の必要性を課題としている。

さらに、令和３年度に新潟県内で初となる「糸魚川市移動等円滑化促進方針」を策定し、面

的・一体的なバリアフリー化を促進していく。 

以上のことから、市内のユニバーサルデザインタクシーを含む福祉タクシー車両を増やす

ことにより、急激な社会情勢の変化に対して積極的に課題解決に取り組むものである。 

 

 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

糸魚川市地域公共交通網形成計画を策定した時点では、市内に福祉タクシー（リフト付き）

車両が１両のみ存在していた。高齢者等の市民ニーズから今後は、誰もが利用しやすいユニ

バーサルデザインタクシーの導入を促進する。 

 

○福祉タクシー（リフト付き）   

平成 28年時点１両 → 令和６年度時点 １両以上 

○ユニバーサルデザインタクシー  

平成 28年時点０両 → 令和６年度時点 １両以上 

【 糸魚川市地域公共交通網形成計画 掲載 】 

 

 

（２）事業の効果 

福祉対応車両の導入により、急激に増えている高齢者や様々な障害者が公共交通を利用す

る際のバリアとなっている車両の乗りにくさを解消できる。 

『高齢者や障害者の移動の円滑化』を糸魚川市内においても図られるとともに、高齢者等

のおでかけ機会が増えることでの『公共交通の利用促進』と急激な社会情勢の変化と多様な

需要に対応することによる『将来にわたっての公共交通網の維持確保』につながることが期

待される。 

 

 

 
 

 



 

 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容） 

 ・福祉車両の導入  令和４年度 １台予定 

うち、株式会社カネタ建設（ライフケアおれんじ）  １台 

 

・ユニバーサルデザインタクシー車両の導入  令和５年度 １台予定 

うち、小型タクシー株式会社  １台 

 

 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

※３区分すべてについて記載すること 

 

・市内タクシー事業者 ：身体・知的  各１割引 

 

 

（実施事業者（補助対象事業者）における特定地域での減休車の状況について 

※特定地域外の事業者及び福祉限定事業者は記載不要 

 

 

（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載） 

〈福祉タクシー・ユニバーサルデザインタクシー車両〉 

 

 市内福祉タクシー・ユニバーサルデザインタクシー車両の導入状況 

車両 
平成 28年度 

（網計画策定時点） 

令和３年度 

時点 

令和４年度 

（当年度計画） 

令和６年度 

（網計画目標値） 

福祉タクシー １台 ５台 ＋１台 １台以上 

寝台専用車 - - -  

車いす専用車 - １台 -  

兼用車 １台 ４台 １台  

回転シート等 - - -  

ユニバーサル 

デザインタクシー 
０台 ７台 ±０台 １台以上 

 ※網計画での目標値をすでに上回る状況となっている。これは社会情勢の変化が想定より

も急激であり、需要に対応するため車両導入が進んだものと考えられる。 

  事業者としては、車両数はまだ十分そろっていないと考えており、今後も随時導入を進

める。 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

令和４年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

福祉車両の導入 
1,562千円 600千円 ― ― 962千円 

100％ 38.5％ ― ― 61.5％ 

ユニバーサルデザ

インタクシー車両

の導入 

― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― 

合 計 
1,562千円 600千円 ― ― 962千円 

100％ 38.5％ ― ― 61.5％ 

※総事業費については見込み額 

 

 

令和５年度（翌年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

福祉車両の導入 
― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― 

ユニバーサルデザ

インタクシー車両

の導入 

3,240千円 600千円 ― ― 2,640千円 

100％ 18.5％ ― ― 81.5％ 

合 計 
3,240千円 600千円 ― ― 2,640千円 

100％ 18.5％ ― ― 81.5％ 

※総事業費については見込み額 

 

６．計画期間 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 
事業の名称 

令和４年度 令和５年度 
備考 

4 月   9 月  12 月  3 月 4 月   9 月  12 月   3月 

福祉車両の導入 

   

ユニバーサルデザイン

タクシー車両の導入 

   

 

交付決定日以降着手 1両 

３月 31日完了 

交付決定日以降着手 1両 

３月 31日完了 



 

 

 

７．協議会の開催状況と主な議論  

   

  ・令和４年７月 26日（令和４年度第２回） 

計画全体について協議合意 

（協議が整った日：令和４年７月 26日(予定)） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）新潟県糸魚川市一の宮一丁目２番５号    

（所 属）糸魚川市産業部都市政策課交通政策係      

（氏 名）仲川 智明                

（電 話）０２５-５５２-１５１１          

（e-mail）toshi@city.itoigawa.lg.jp            

８．利用者等の意見の反映 

利用者・市民の代表である協議会委員からの意見を聴取 

  

 

９．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 新潟県糸魚川地域振興局地域振興監 

関係市区町村 
 

 

交通事業者・交通施

設管理者等 

糸魚川バス株式会社、頸城自動車株式会社、株式会社ツカダ運輸、有

限会社早川観光タクシー、有限会社糸魚川タクシー、特定非営利活動

法人ぐりーんバスケット、富山県下新川郡朝日町（あさひまちバス運

行事業者）、糸魚川市ハイヤー協会、西日本旅客鉄道株式会社金沢支社、

えちごトキめき鉄道株式会社、北陸地方整備局高田河川国道事務所、

新潟県糸魚川地域振興局地域整備部維持管理課、糸魚川警察署 

地方運輸局 
北陸信越運輸局交通政策部交通企画課 

北陸信越運輸局新潟運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

市民または利用者（能生地域、糸魚川地域、青海地域）、糸魚川市校長

会、糸魚川地区老人クラブ連合会、福祉関係者、くびき労働組合糸魚

川バス部会、糸魚川市観光協会、能生商工会、糸魚川商工会議所、青

海町商工会 



 

 ＜参考＞ 糸魚川市地域公共交通網形成計画 抜粋 
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